
1 
 

 

 

令和７年度以降の帯状疱疹ワクチン接種について 

 

 

１ 帯状疱疹ワクチンの定期接種化について 

個人の発病や重症化を防止する観点から、帯状疱疹を予防接種法上のＢ類疾病

（インフルエンザと同様）に位置づけ、令和７年４月１日より定期接種として実

施する。 

定 期 接 種 概 要 

対 象 者 

① 当該年度に 65歳になる方 

② 60～64歳のヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害 

を有する方 

【経過措置】（令和７～11年度） 

65 歳を超える方については、向こう５年間に接種機会が確保

されるよう、当該年度に 70、75、80、85、90、95、100歳※に

なる方も対象とする。 

※100歳以上の方は、定期接種開始初年度（令和７年度）に限り 

全員が対象 

使用するワクチン 
〇生ワクチン（乾燥弱毒生水痘ワクチン）〔１回接種〕 

〇不活化ワクチン（乾燥組換え帯状疱疹ワクチン）〔２回接種〕 

 生ワクチン 不活化ワクチン 

接 種 費 用 8,000円（予定） 22,000円（予定） 

自己負担額 

（予定） 

○課税世帯の方…4,000円 ○課税世帯の方…11,000円 

○生活保護受給世帯・住民税 

非課税世帯の方…無料 

○生活保護受給世帯・住民税 

非課税世帯の方…無料 

接 種 場 所 23区内の協力医療機関 

 

２ 任意接種費助成の継続について 

 任意接種費助成は、継続する。継続期間については、定期接種開始後の任意接種

の状況を踏まえて検討していく。 

（１）対象者 50歳以上の方（定期接種の対象者を除く） 

（２）助成内容 

助成対象ワクチン 助成額（１回あたり） 助成回数 

生ワクチン（乾燥弱毒生水痘ワクチン） 4,000円   １回 

不活化ワクチン（乾燥組換え帯状疱疹ワクチン） 11,000円   ２回 

令和７年２月２６日 
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３ 予算額（案） 

【定期接種に係る予算】 

 〇歳入  ４,２７２千円 

 〇歳出 ７９,２０３千円 

【任意接種費助成に係る予算】 

 〇歳出 ３６,４５８千円 

 

４ 周知方法 

広報たいとう、区ホームページ、Ｘ、LINE、チラシなど 

 

５ 今後の予定 

令和７年 ３月下旬 定期接種用予診票発送 
     ４月１日 定期接種開始 

 


